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長野県住生活基本計画の概要及び今後のスケジュール

１ 趣旨

現行の長野県住生活基本計画について、計画期間の前期
５年が経過したことから、社会経済情勢の変化等に対応す
るため、令和８年３月に閣議決定された住生活基本計画
（全国計画）の変更を踏まえて、見直しを行う。
なお、内包している長野県高齢者居住安定確保計画と長

野県賃貸住宅促進計画もあわせて見直しを行う。

４ スケジュール

２ 策定と変更の経過

住生活基本計画
（全国計画）

長野県
住生活基本計画

計画期間

当 初 平成18年9月 平成19年3月 平成18～27年度

第１回 平成23年3月 平成24年2月 平成23～32年度

第２回 平成28年3月 平成29年1月 平成28～37年度

現計画 令和3年3月 令和4年2月 令和3～12年度

今 回 令和8年3月 令和9年2月予定 令和8～17年度

３ 策定体制

長野県住宅審議会

幹事会

県

住 民

市町村

長野県公営住宅等
推進協議会

国土交通大臣

諮問

答申

ｱﾝｹｰﾄ調査

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ

協議

意見聴取
協議･同意

変更・公表

令和７年度 令和８年度

10/27  1/29 5/26 ８月 10月 １月

住宅審議会

幹事会

意見募集・協議
←ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ→
←市町村等協議→

調査等 県民アンケート（１月）

ｱﾝｹｰﾄ項目の検討、
結果報告･分析･意見交換

諮問･
方向性整理

計画素案
の検討

計画の
最終検討

答申

住生活基本計画
（全国計画）

【住生活基本法】

長野県住生活基本計画

長野県住生活基本計画
･基本的な方針
･目標及び目標達成のための基本的
な施策
･公営住宅の供給目標量

長野県高齢者居住安定確保計画
･高齢者に対する賃貸住宅及び老人
  ホームの供給目標
･目標を達成するための必要な事項
･その他（サ高住の基準追加等）

長野県賃貸住宅供給促進計画
･住宅確保要配慮者に対する賃貸住
  宅の供給目標
･目標を達成するための必要な事項
･その他（ＳＮ住宅登録要件の緩和等）

【国】

高齢者の居住の安
定の確保に関する
基本的な方針

【高齢者すまい法】

住宅確保要配慮者
に対する賃貸住宅
の供給の促進に関
する基本的な方針
【住宅ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ法】

長野県総合5か年計画

長野県ゼロカーボン戦略

長野県県産材利用指針

信州暮らし推進の基本方針

長野県地域福祉支援計画

長野県高齢者プラン

長野県都市計画ビジョン

長野県耐震改修促進計画

長野県県営住宅プラン

市町村住生活基本計画

など

【関連する計画等】

長野県居住支援
協議会

意見聴取

－ 2 －

公営住宅
供給目標量
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住生活基本法（抜粋）

（都道府県計画）

第17条 都道府県は、全国計画に即して、当該都道府県の区域内における住民の住生活の安定の確保及び向上の促進
に関する基本的な計画（以下「都道府県計画」という。）を定めるものとする。

２ 都道府県計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 計画期間

二 当該都道府県の区域内における住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策についての基本的な方針

三 当該都道府県の区域内における住民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する目標

四 前号の目標を達成するために必要と認められる当該都道府県の区域内における住生活の安定の確保及び向上の
促進に関する施策に関する事項

五 計画期間における当該都道府県の区域内の公営住宅の供給の目標量

六 第15条第２項第五号の政令で定める都道府県にあっては、計画期間内において住宅の供給等及び住宅地の供給
を重点的に図るべき地域に関する事項

七 前各号に掲げるもののほか、当該都道府県の区域内における住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策
を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

３ 都道府県は、都道府県計画を定めようとするときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の国土交通省令
で定める方法により、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該都道府県の区
域内の市町村に協議しなければならない。この場合において、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の
整備等に関する特別措置法（平成17年法律第79）第５条第１項の規定により地域住宅協議会を組織している都道府
県にあっては、当該地域住宅協議会の意見を聴かなければならない。

４ 都道府県は、都道府県計画を定めようとするときは、あらかじめ、第２項第五号に係る部分について、国土交通
大臣に協議し、その同意を得なければならない。

５ 国土交通大臣は、前項の同意をしようとするときは、厚生労働大臣に協議しなければならない。

６ 都道府県計画は、国土形成計画法（昭和25年法律第250号）第２条第１項に規定する国土形成計画及び社会資本整
備重点計画法（平成15年法律第20号）第２条第１項に規定する社会資本整備重点計画との調和が保たれたものでな
ければならない。

７ 都道府県は、都道府県計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、国土交通大臣に報
告しなければならない。

８ 第３項から前項までの規定は、都道府県計画の変更について準用する。
－ 4 －



住生活の理念・目標と住宅施策の展開３ 本計画では、「しあわせ信州“住まい方”ビジョン2030」を踏まえ、住生活の理念と目標を
定めるとともに、以下の一覧に示す通り、住宅施策を総合的かつ計画的に推進します。

長野県住生活基本計画の概要 【計画期間】令和3年度（2021年度）～令和12年度（2030年度）

上記の基本的な施策のうち、3-1では「高齢者すまい法」に基づく「長野県高齢者居住安定確保計画」、4-2では「住宅セーフティネット法」に基づく「長野県賃貸住宅供給促進計画」に該当する計画内容を定めます。

現　状 目　標

●住まいの省エネルギー対策の普及・高性能化 ー 100%

●自給自足を実現する再生可能エネルギーの導入促進 （R2） （R12）

●信州の気候風土を活かした建築計画の促進　　など

●良質な木造住宅の建設促進 28.3% 35%

●県産木材等の利用促進　　など (H27-R1平均) (R7-R11平均)

●断熱性能等を備えた住まいづくりの普及促進 55.7% 75%

●快適で健康な居住空間の確保　　など （H30） （R12）

●耐震化の促進 82.5% 92%

●レジリエンス性（災害に対する強靭性）を備えた住まいの普及促進 （H30） （R7）

●建築規制の的確な運用と適切な維持保全の指導、啓発　　など

●信州の豊かな自然を満喫できる二地域居住の促進 66.2% 80%

●移住者が行う住宅リフォームの支援等 （R2） （R12）

●既存住宅を活用した新たな住み手・働き手の誘致　　など

●子育て世帯のための住まい等の確保 11.3% 20%

●三世代同居・近居の普及 （H30） （R12）

●職住・職育が近接する環境の確保　　など

●既存住宅の維持管理と品質・魅力の向上 1,177物件 2,500物件

●急増する空き家の活用・除却の促進　　など (H27-R2) (R3-R12)

●既存住宅の性能向上とリフォームの促進 13.2% 20%

●安心して既存住宅の取引ができる環境の整備 （H30） （R12）

●まちなかにある良質な空き家の有効利用　　など

●バリアフリーに配慮した生活空間の確保 60.6% 70%

●民間賃貸住宅と連携した住宅セーフティネットの充実 （H30） （R12）

●老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など多様な住まい方の支援　など

●世代間コミュニケーションを大切にした多世代居住の促進 36.0% 40%

●地域・集落再生の取組を通じたミクストコミュニティの形成 （H30） （R12）

●地域による単身高齢者等の見守り体制の構築　　など

●信州の魅力を高める景観の形成 31.2% 40%

●信州の農ある暮らしや里山暮らしの普及促進 （R2） （R12）

●古民家再生など歴史的建造物の保存活用の促進

●まちなか居住の推進とコンパクトなまちづくり　　など

●公営住宅の的確な供給 8,300戸

●公営住宅の計画的な建設、建替えと長寿命化の促進 7,284戸 （R3-R7）

●公営住宅の福祉目的活用等の推進　　など （H28-R2） 16,600戸
（R3-R12）

●登録住宅・登録事業者に関する取組 0.2% 40%
（R2） （R12）

855戸 10,000戸

●災害発生時の住まいの確保

●被災住宅の再建支援　　など

●地域住宅産業の基盤強化 75.6% 75% 現状維持

●地域の住まいづくりの担い手確保・育成 (H28-R2平均) (R8-R12平均)

●建設キャリアアップシステムの普及促進　　など

●住宅ストックビジネスの活性化の促進 29.5% 35%

●新たな住生活関連の産業の拡大　　など (H26-H30平均) (R5-R10平均)

●先端技術を活かした住生活の普及・促進 ー 100%

●先端技術を活かした住生活関連ビジネスの創出　　など （R2） （R12）

【基本理念】

「育まれた資源を次

世代に住み継ぎ、持

続可能な地域共生

社会をめざして」

～ しあわせ信州 “住ま

い方” ビジョン2030

の実現 ～

1 脱炭素社会に向け環

境や健康にやさしく安

全な住まいづくり

1-1 脱炭素の住まいづくり

既存住宅の流通・リフォーム市場の拡大

1-2 地消地産の住まいづくり

1-3 健康長寿の住まいづくり

1-4 自然災害に備えた住生活の強靭化

2 多様な変化やニーズ

に応じた住まいの選択

2-1

　　【基本的な視点】

○2050ゼロカーボ

ン社会の実現

○住まい方への大

きな潮流の変化を

踏まえた対応

○多様な世代がさ

さえあうコミュニティ

の形成

3 ひらかれ、つながり、さ

さえあう暮らしの実現

3-1
高齢者が健康で安心して生活できる暮らしの実現

《長野県高齢者居住安定確保計画》

3-2 多様な世代が支えあう暮らしの実現

3-3 信州の魅力を継承する暮らしの実現

4 誰もが安心して暮らせ

る住まいの提供

4-1 地域的・社会的ニーズに応じた公営住宅の運営

4-2
住宅確保要配慮者のための住宅セーフティネット

の充実《長野県賃貸住宅供給促進計画》

4-3 非常時における住まいの応急・復旧体制の強化

5 地域経済を支える住

生活関連産業の発展

5-1
脱炭素の住まいづくりを担う地域住宅産業の基盤

強化

5-2 住生活産業の多角化・成長

5-3 先端技術を活かした住産業・経済循環の促進

2-4

住生活の理念と視点 住生活の目標 基本的な施策 住宅施策の展開（主要な施策）

移住・二地域居住の推進

2-2 ライフステージに応じた住まいの選択

2-3 住まいの適切な維持管理と空き家の活用

目標達成指標（主要な指標）

●新築住宅のうちＺＥＨ基準の省エネル

ギー性能を有する住宅の割合

●新築住宅（木造在来工法）の県産木材使

用率

●ヒートショックの発生抑制に資する一定

の断熱性能を有する住宅ストックの割合

●住宅の耐震化率

●市町村の取組により除却等がなされた管

理不全空き家数

●移住･定住促進の取組を記載した空家等対

策計画を策定した市町村の割合

●民間賃貸住宅のうち遮音対策が講じら

れ、一定の断熱性能を有する住宅の割合

●住宅取得者のうち中古住宅を取得した者

の割合

●高齢者の居住する住宅のバリアフリー化

率

●子世帯と同居・近居している高齢者世帯

の割合

●新築住宅のうちＺＥＨ基準の省エネル

ギー性能を有する住宅の割合【再掲】

●木造在来工法の新築住宅（持ち家）の割

合

●リフォーム実施率（持ち家）

●景観行政団体に移行した市町村の割合

●住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供

給の目標戸数 （R2） （R12）

●市町村居住支援協議会等を通じた居住支援の促進　　など

●公営住宅の供給量

（新規整備戸数＋入居募集戸数）

●居住支援協議会を設立した市町村の人口

カバー率

Ⅲコミュニティ

Ⅰ住まいの姿

Ⅱ住みこなし

－ 5 －



目標達成指標 現状値 進捗の目安
（直線補間による目安）

達成
状況策定時 目標

１ 脱炭素社会に向け環境や健康にやさしく安全な住まいづくり

1-1
新築住宅のうちZEH基準の省エネルギー性能を有す
る住宅の割合

－
（R2年度）

100%
（R12年度）

69.0%
（R6年度）

―
〇

1-2 新設住宅（木造在来工法）の県産木材使用率
28.3%

（H27-R1平均）
35%

（R7-11平均）
23.1%

（R2-6平均）

31.7%
（R2-6平均）

△
(72％)

1-3
ヒートショックの発生抑制に資する一定の断熱性
能を有する住宅ストックの割合

55.7%
（H30）

75%
（R12）

58.8%
（R5）

63.7%
（R5）

△
(92％)

1-4 住宅の耐震化率
82.5%
（H30）

92%
（R7）

86%
（R5）

89.3%
（R5）

△
(96％)

２ 多様な変化やニーズに応じた住まいの選択

2-1
移住・定住促進の取組を記載した空き家等対策計
画を策定した市町村の割合

66.2%
（R2年度）

80%
（R12年度）

85.7%
（R6年度）

71.7%
（R6年度）

◎

2-2
民間賃貸住宅のうち遮音対策が講じられ、一定の
断熱性能を有する住宅の割合

11.3%
（H30）

20%
（R12）

確認中
（R5）

14.9%
（R5）

2-3
市町村の取組により除却等がなされた管理不全空
き家数

1,177物件
(H27-R2年度)

2,500物件
（R3-12年度）

1,006物件
（R3-6年度）

1,000物件
（R3-6年度）

〇
(100％)

2-4 住宅取得者のうち中古住宅を取得した者の割合
13.2%
（H30）

20%
（R12）

13.8%
（R5）

16.0%
（R5）

△
(86％)

長野県住生活基本計画（R3~12） 目標達成指標の状況

－ 6 －

(条例によりR10.4から義務化)

達成状況の凡例
◎：達成
○：進捗の目安（直線補間による目安）で達成
△：進捗の目安（直線補間による目安）で進捗の遅れ
（ ％）：進捗の目安の達成割合



長野県住生活基本計画（R3~12） 目標達成指標の状況

目標達成指標 現状値 進捗の目安
（直線補間による目安）

達成
状況策定時 目標

３ ひらかれ、つながり、ささえあう暮らしの実現

3-1 高齢者の居住する住宅のバリアフリー化率
60.6%
（H30）

70%
（R12）

64.2%
（R5）

64.5%
（R5）

△
(99％)

3-1 養護老人ホームの定員
1,691人
（R2年度）

1,636人
（R5年度）

1,601人
（R5年度）

1,636人
（R5年度）

△
(97％)

3-1 軽費老人ホームの定員
1,545人
（R2年度）

1,583人
（R5年度）

1,573人
（R5年度）

1,583人
（R5年度）

△
(99％)

3-1 生活支援ハウスの定員
380人
（R2年度）

380人
（R5年度）

379人
（R5年度）

380人
（R5年度）

△
(99％)

3-1 有料老人ホームの定員＜参考指標＞
7,391人
（R1年度）

8,200人
（R5年度）
整備見込

8,057人
（R5年度）

8,200人
（R5年度）
整備見込

△
(98％)

3-1 サービス付高齢者向け住宅の戸数＜参考指標＞
3,420戸
（R1年度）

3,954戸
（R5年度）
整備見込

3,763戸
（R5年度）

3,954戸
（R5年度）
整備見込

△
(95％)

3-2 子世帯と同居・近居している高齢者世帯の割合
36.0%
（H30）

40%
（R12）

34.5%
（R5）

37.7%
（R5）

△
(91％)

3-3 景観行政団体に移行した市町村の割合
31.2%
（R2年度）

40%
（R12年度）

39.0%
（R7年度）

35.6%
（R7年度）

〇
(109％)

－ 7 －

達成状況の凡例
◎：達成
○：進捗の目安（直線補間による目安）で達成
△：進捗の目安（直線補間による目安）で進捗の遅れ
（ ％）：進捗の目安の達成割合



長野県住生活基本計画（R3~12） 目標達成指標の状況

－ 8 －

目標達成指標 現状値 進捗の目安
（直線補間による目安）

達成
状況策定時 目標

４ 誰もが安心して暮らせる住まいの提供

4-1
公営住宅の供給量
（新規整備戸数＋入居募集戸数）

7,284戸
(H28-R2年度)

8,300戸
（R3-7年度）

16,600戸
（R3-12年度）

調査中
(R8.6上旬頃)

8,300戸
（R3-7年度）

4-2 居住支援協議会を設立した市町村の人口カバー率
0.2%
（R2）

40%
（R12）

18.8%
（R7）

20.1%
（R7）

△
(93％)

4-2
4-3

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給目標戸数
855戸
（R2年度）

10,000戸
（R12年度）

18,324戸
（R7年度）

5,428戸
（R7年度）

◎

５ 地域経済を支える住生活関連産業の発展

5-1 木造在来工法の新築住宅（持ち家）割合
75.6%
(H28-R2年度

平均)

75%
（R8-12年度

平均）

（現状維持）

75.4%
(R3-7年度平均)

75%
（R3-7年度平均）

○
(100％)

5-2 リフォーム実施率（持ち家）
29.5%
(H26-30平均)

35%
（R5-10平均）

30.8%
（R1-5平均）

32.3%
（R1-5平均）

△
(95％)

5-3
新築住宅のうちZEH基準の省エネルギー性能を有す
る住宅の割合（再掲）

－
（R2年度）

100%
（R12年度）

69.0%
（R6年度）

―
〇

(条例によりR10.4から義務化)

達成状況の凡例
◎：達成
○：進捗の目安（直線補間による目安）で達成
△：進捗の目安（直線補間による目安）で進捗の遅れ
（ ％）：進捗の目安の達成割合



住生活基本計画（全国計画）について
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住生活基本計画（全国計画）について
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住生活基本計画（全国計画）について
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住生活基本計画（全国計画）について
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住生活基本計画（全国計画）について
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国の計画の考え方

※

住生活基本計画（全国計画）について
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長野県住生活基本計画
（平成28年度～令和７年度）

長野県住生活基本計画
（令和３年度～令和12年度）

長野県住生活基本計画
（平成18年度～平成27年度）

家族･地域･社会の温もりを
育む住まいづくりをめざして

＜当初計画＞

基本理念

目標・施策体系

～信州の住み良い暮らしを次代につなぐ～

安心ですこやか、多様な暮らしを

支える住まいをめざして

＜H28年度改定＞

長野県住生活基本計画
（令和８年度～令和17年度）

＜今回改定のイメージ＞

育まれた資源を次世代に住み継ぎ、

持続可能な地域共生社会をめざして
～しあわせ信州

“住まい方”ビジョン2030の実現～

基本的な視点

○少子高齢化、人口・世帯数
減小社会への対応

○地域の特性や実情への配慮

○暮らしに関わる他分野との
連携

○2050ゼロカーボン社会の
  実現

○住まい方への大きな潮流
  の変化を踏まえた対応

○多様な世代がささえあう
  コミュニティの形成

＜R3年度改定＞

長野県高齢者居住安定確保計画
・長野県賃貸住宅供給促進計画

を包含

基本理念 基本理念 基本的な方針

基本的な視点

安全でやさしい
住まいづくり

ライフスタイルに対応できる

住まいづくり

環境に配慮した
住まいづくり

誰もが安定した居住を

確保できる体制づくり

地域の実情に調和した

魅力あるまちづくり

地域の資源を活かした

環境にやさしい住まいづくり

災害に強く

快適で健康な住まいづくり

誰もが安心して暮らせる

住まいの提供

地域の特性に応じた

活力あるまち・むらづくり

地域の住まいを支える

住生活産業の成長・発展

脱炭素社会に向け環境や健康に

やさしく安全な住まいづくり

多様な変化やニーズに

応じた住まいの選択

ひらかれ、つながり、

ささえあう暮らしの実現

誰もが安心して暮らせる

住まいの提供

地域経済を支える

住生活関連産業の発展

目標・施策体系 目標・施策体系 視点と目標・施策体系

・
・
・

長野県の地域特性

に応じた理念、

視点、目標、施策

長野県高齢者居住安定確保計画
・長野県賃貸住宅供給促進計画

を包含

長野県住生活基本計画の変遷
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長野県住生活基本計画
（平成23年度～令和２年度）

心の豊かさが実感できる
住まいづくりをめざして

＜H23年度改定＞

基本的な視点

○地球規模の環境問題とエネ
ルギー施策見直しへの対応

○本格的な少子高齢社会、人
口減少社会に対応した住宅
ストックの形成

○地域の実情に応じた住宅施
策の推進

基本理念

人と環境が共生する

住まいづくり

誰もが安定した居住を

確保できる体制づくり

多様な居住ニーズに

対応できる住まいづくり

安全･安心な暮らしを

支える住まいづくり

地域の実情に調和した

魅力あるまちづくり

目標・施策体系



官民投資により蓄積し
てきたインフラと居住
環境を備えた住宅・住
宅地が市場を通じて最
大限に活用される持続
可能な社会を目指す

脱炭素社会に向け環境や健康に
やさしく安全な住まいづくり

多様な変化やニーズに
応じた住まいの選択

ひらかれ、つながり、
ささえあう暮らしの実現

誰もが安心して
暮らせる住まいの提供

地域経済を支える
住生活関連産業の発展

５年で大きく変化した社会情勢：デジタル化とオンライン社会の急拡大／高齢化と人手不足の深刻化／物価やエネルギー価格の急上昇

今後10年ほどで大きく変化すると予測される社会情勢：世帯数、高齢者人口のピーク／脱炭素とエネルギー転換の加速／働き方のさらなる変化

○2050ゼロカーボン社会の実現

○住まい方への大きな潮流の変化

を踏まえた対応

○多様な世代がささえあうコミュ

ニティの形成

育まれた資源を次世代に住み継ぎ、

持続可能な地域共生社会をめざして
～しあわせ信州”住まい方”ビジョン2030の実現～

基 本 理 念

基 本 的 な 視 点

長野県住生活基本計画
（R8～17）

全国計画（R8~17）
長野県住生活基本計画

（R3~12）

人生100年時代におけ
る時々のライフスタイ
ルやあらゆる世帯属性
に適した住宅を過度な
負担なく確保できる社
会を目指す

国、地方公共団体、事
業者、そして住生活を
営む居住者自身も含め
たあらゆる関係者で連
携して住宅市場を維持
し続ける社会を目指す

心安らぐ住まいをつくり、活かし、

多様な暮らしを支え、つなぐ

基 本 的 な 方 針

視 点 と 目 標

５信州の魅力が活きる持続可能な住
環境の実現

６地域経済を支える住生活産業の発
展と、多様な主体が連携する体制
の整備

１誰もが安心してつながり暮らせる
住まいの確保

２ライフスタイル、ライフステージ
に応じた住まい方の選択

「住まうヒト」の視点

３脱炭素社会に向け環境や健康にや
さしく、災害に強い住宅ストック
の形成

「住まうモノ」の視点

４既存住宅ストックが循環し有効活
用される環境の整備

「住まいを支えるプレイヤー」の視点

目 標

長野県住生活基本計画（R8~17）の骨子案
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人生100年時代を見据え、高齢者
が孤立せず、希望する住生活を実
現できる環境整備

若年世帯や子育て世帯が希望する
住まいを確保できる社会の実現

住宅確保要配慮者が安心して暮ら
せる居住環境･居住支援体制の整備

過度な負担なく希望する住生活を
実現できる環境整備

担い手の確保・育成や海外展開
等を通じた住生活産業の発展

国と地方における住宅行政の役
割の明確化と推進体制の整備

「住まうヒト」の視点

「住まうモノ」の視点

「住まいを支えるプレイヤー」の視点

多世代にわたり活用される住宅
ストックの形成

住宅ストックの性能や利用価値
が市場で適正に評価され、循環
するシステムの構築

住宅の誕生から終末まで切れ目
のない適切な管理・再生・活
用・除却の一体的推進

持続可能で多様なライフスタイ
ルに対応可能な住宅地の形成

頻発・激甚化する災害に対応し
た安全な住環境の整理



長野県住生活基本計画（R8~17） 骨子案（施策の方向性）

目 標 施策の方向性

１誰もが安心してつながり暮らせる住まいの確保
（住宅確保要配慮者の住まい）

○ 高齢者が健康で安心して生活できる住宅の確保
○ 子育てしやすいリフォーム等の促進
○ 住宅セーフティネットの充実
○ 公営住宅等の公的賃貸住宅の公平・的確な供給
○ 災害時の仮設住宅等の速やかな建設・確保の支援

など

２ ライフスタイル、ライフステージに応じた住まい方の選択
（多様な住まい方を受けいれる住環境）

○ 移住・二地域居住等の促進
○ 多世代が共生するミクストコミュニティの形成
○ 地域による単身高齢者等の見守り体制の構築

など

３ 脱炭素社会に向け環境や健康にやさしく、災害に強い住宅
ストックの形成

（住宅ストックの性能向上）

○ 2050ゼロカーボンへの住宅省エネ性能の向上
○ 自然災害に強い住まいづくりの推進
○ 快適で健康な居住空間の確保
○ 既存住宅の性能向上とリフォーム等の促進

など

４ 既存住宅ストックが循環し有効活用される環境の整備
（市場における適正な評価）

○ 不良住宅ストックの解消と既存宅地の流通促進
○ 住み替え可能な既存住宅の流通促進
○ 安心して既存住宅の取引ができる環境の整備

など

５ 信州の魅力が活きる持続可能な住環境の実現
（住宅・住宅地の持続可能性）

○ 県産木材を活用した住宅整備の促進
○ 健康の維持や増進に寄与する住宅の推進
○ 良好な景観への誘導とコンパクトシティの推進

など

６地域経済を支える住生活産業の発展と、多様な主体が連携
する体制の整備

（住生活産業等の発展）

○ 教育機関等との連携による担い手の育成
○ 既存住宅の利活用に係る産業の活性化
○ 居住支援法人・空家等管理活用支援法人等との官民連携

など
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長野県住生活基本計画（R8~17） ５年で大きく変化した社会情勢
【デジタル化とオンライン社会の急拡大（全国統計）】

①【EC市場の拡大】
●経済産業省「電子商取引に関する市場調査」は毎年
同一基準で公表されており、10年以上の連続比較が
可能です。2014年と比較し、2024年では約2倍の市場
規模となっており、コロナ禍での停滞はあったもの
の、市場の拡大は加速しています。この動きは一過
性ではなく、10年スパンの構造変化として捉えるこ
とができます。

日本のBtoC EC市場

②【テレワークの定着】
●2019年以前は例外的な働き方だったテレワークですが、

2020年には強制的なデジタル化が図られたことから、
その後高止まりし、定着しているものと考えられます。
2024年時点では、「約4人に1人」がオンライン前提の
働き方になっているものと考えられます。

日本のテレワーク

【出所】経済産業省（METI）電子商取引に関する市場調査（各年版）

【出所】国土交通省 テレワーク人口実態調査（令和元年～令和6年度）
大和総研 分析整理
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長野県住生活基本計画（R8~17） ５年で大きく変化した社会情勢
【高齢化と人手不足の深刻化（全国統計）】

①【建設業を取り巻く人手不足】
●労働力調査の結果から、この5年で全産業における従業
者数が増加する一方で、建設業では、令和2年の514万
人だった従業者数が令和8年には473万人に減少してお
り、人手不足の加速が深刻な状況となっています。

就業者数の推移

②【担い手の高齢化】
●国土交通省の「国土交通白書2025」では、建設業にお
ける就業者の年齢構成から高齢化の深刻化が示されて
おり、高齢就業者の大量退職や少子化による入職者が
減少している状況が進むことが想定されます。

【資料】国土交通白書2025

就業者の年齢構成
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長野市の消費者物価指数の推移（住居関係）

（2020年を基準）

住居 家賃 設備修繕・維持

長野県住生活基本計画（R8~17） ５年で大きく変化した社会情勢
【物価やエネルギー価格の急上昇（全国統計）】

①【食料、エネルギーにおける物価上昇】
●消費者物価指数からは2020年を基準とした場合、食
料、エネルギーにおける物価の上昇がみられていま
す。総合物価指数では111.9となり、昨年度比3.2％
上昇する中で、食料は前年度比6.8％、エネルギー
（光熱・水道）は3.6％の上昇となっており、短期間
での高騰が続いています。

物価の上昇

（住居関係）

（食料・エネルギー関係）

②【住居関係における物価上昇】
●住居に関係する物価について、「家賃」や「設備の
修繕・維持」に関する物価も上昇がみられます。
「家賃」は急激に変動するものではありませんが、
設備関係の上昇も踏まえ、上昇傾向にあるものと考
えます。

※消費者物価指数における「住居」の構成品目が「家
賃」と「設備修繕・維持」です。
家賃には、民営家賃と、公営・公社等家賃、持家帰
属家賃が含まれます。
設備修繕・維持には、設備材料と工事その他のサー
ビスとして大工手間代や外壁塗装費、屋根修理費、
火災・地震保険料等も含まれます。
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長野県住生活基本計画（R8~17） 今後10年ほどで大きく変化すると予測される社会情勢
【世帯数、高齢者人口のピーク】

【人口減少と少子高齢化の進展】
●本県の人口は、社人研の推計（R5）では若干
の傾向の鈍化は見受けられますが、引き続き
人口減少が続き、総人口に占める年少人口の
割合は減少するとともに、老年人口の割合が
増加する見通しです。

●人口減少と少子高齢化に対応し、高齢者が健
康で安心できる暮らしや、多世代が支えあえ
る地域づくり等の取組を推進していく必要が
あります。

社会環境の変化

【世帯の小規模化など家族のあり様の変化】
●世帯数の増加傾向が数年間続く推計が示され、
単独世帯の増加も続く傾向が表れています。
一方で、世帯数に占める夫婦と子からなる世
帯の割合は将来にわたって減少が続く見通し
です。

●家族のあり様の大きな変化を踏まえ、ライフ
ステージに応じた住まいの選択や、住宅セー
フティネットの確保等が可能となるよう取組
を推進していく必要があります。
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長野県住生活基本計画（R8~17） 今後10年ほどで大きく変化すると予測される社会情勢
【働き方のさらなる変化】

社会環境の変化

【空き家増加に象徴される住宅管理不全の恐れ】
●本県では、対策が必要な空き家の増加傾向が
続いています。一方で、賃貸用または売却用
の住宅における空き家は減少し、一定の流通
における需要があることが考えられます。

●引き続き、住まいの適切な維持管理や、移住･
定住促進につながる空き家の活用、既存住宅
の流通・リフォーム市場の拡大等の取組を推
進していく必要があります。

②【テレワークの定着】
●2019年以前は例外的な働き方だったテレワー
クですが、2020年には強制的なデジタル化が
図られたことから、その後高止まりし、定着
しているものと考えられます。2024年時点で
は、「約4人に1人」がオンライン前提の働き
方になっているものと考えられます。

日本のテレワーク

【出所】国土交通省 テレワーク人口実態調査（令和元年～令和6年度）
大和総研 分析整理
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長野県住生活基本計画（R8~17） 今後10年ほどで大きく変化すると予測される社会情勢
【脱炭素とエネルギー転換の加速】

自然環境の変化

【気候変動と自然災害の激甚化】

●化石燃料に依存した社会が続いている現状を
踏まえると、今後も年平均気温の上昇が続く
と予測されており、それに伴い、地球温暖化
に起因する自然災害は激甚化・頻発化し、深
刻さを増しています。

【出典】IPCC「第6次評価報告書WG1」

【長野県の脱炭素化の取組】

●本県では、ゼロカーボン戦略をR８.3月に改定
し、初めて気候非常事態宣言を行った県とし
て、取組を進めています。

●家庭部門における二酸化炭素排出量の削減を
図るため、住宅の省エネルギー性能向上のた
めの取組を加速していく必要があります。
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